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松戸市障害者権利擁護講演会について 

 
平成 24年 10月 1日に虐待によって障害者の権利や尊厳をおびやかされることを防

ぐために、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」（以下

「障害者虐待防止法」）が施行され、また、平成 28年 4月 1日に「障害を理由とする

差別の解消の推進に関する法律」（以下、「障害者差別解消法」）が施行されました。 

障害のある方の安定した生活を守るため、虐待の早期発見、早期対応、再発防止を

図るという障害者虐待防止法の目的、「障害のある人もない人も、互いに、その人ら

しさを認め合いながら、共に生きる社会をつくる」という障害者差別解消法の目的を

広く市民に周知・啓発するため、開催します。 

共生社会の主役は障害の有無に関係のない「個人」であるとの共通認識を持ち、障

害特性を理解することで、「障害」という健常者との差異が強調されることにより引

き起こされる恐れや偏見、無理解を乗り越え「やさシティまつど。すべての人をやわ

らかく包み込む、やさしい都市、やさしい人々」を目指します。 

 

【開催日時】 平成 31年 2月 23日（土） 午後 2時から午後 4時 

                   （開場 午後 1時 30分） 

【定員】 先着 700名（申込不要、来場者多数の場合は入場制限あり） 

 

【開催場所】 流通経済大学新松戸１号館キャンパス講堂（松戸市新松戸 3‐2‐1） 

      （駐車場なし） 
 
【開催内容】 １．みぎわ法律事務所 神保 正宏弁護士によるわかりやすい 

法律説明をします。 
 ２．シンガーソングライターであり、障害当事者でもある立木 早絵氏

による講演、コンサートを行い、「障害」に対する理解を深めます。 
 
 
 

 
 

【問い合わせ先】 
福祉長寿部 障害福祉課  ☎０４７－３６６－７３４８ 
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